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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期

第３四半期
連結累計期間

第69期
第３四半期
連結累計期間

第68期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年12月31日

自 2019年４月１日
至 2019年12月31日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (千円) 6,175,913 6,335,685 8,917,040

経常利益 (千円) 354,926 288,886 701,396

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 207,150 234,954 443,736

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △50,900 242,580 232,794

純資産額 (千円) 9,163,912 9,482,817 9,404,720

総資産額 (千円) 11,314,008 11,394,889 11,759,291

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 24.95 28.43 53.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 80.6 83.2 80.0

回次
第68期

第３四半期
連結会計期間

第69期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

自 2019年10月１日
至 2019年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 13.16 8.65

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

a 経営成績

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、底堅く推移しているもの

の、企業収益や個人消費の伸び悩みと相次ぐ自然災害や海外情勢の不確実性により、製造業を中心に弱さが一段

と増しております。

　また、海外経済においても、米中貿易摩擦の長期化とそれに伴う中国経済の減速及び英国のＥＵ離脱問題等に

より景気減速傾向にあるなど先行き不透明な状況で推移いたしました。

　一方、当社グループが属する電気計測器業界においては、当社グループの重点市場である次世代自動車関連市

場では、ＥＶ(電気自動車)、自動運転、先進安全自動車及びこれらに関わる市場からの電気計測器の需要は慎重

な姿勢が見られ、鈍化傾向にありました。また、冷凍空調市場では、省エネ対策だけではなく、システムの省力

化・自動化等高付加価値化への取り組みに対する設備投資は堅調でありましたが、全般的な需要動向は国内外の

経済鈍化の影響により厳しい状況にありました。

　このような状況の中、当社グループは、米中貿易摩擦の影響があったものの、次世代自動車関連市場、環境・

エネルギー関連市場及び冷凍空調市場を中心に顧客ニーズに合わせたシステム提案営業を積極的に展開し、また、

組織人事等海外市場への販売体制強化策の実施や販路開拓活動と研究開発活動を行うと共に、原価低減と経費節

減にも努力を重ねてまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、海外売上高が増加したこと等により、63億３千５百万円(前

年同期比2.6％増)となりました。

　損益面におきましては、人材の維持・確保に伴う人件費及び研究開発費の増加等により、営業利益２億５千９

百万円(前年同期比24.4％減)、経常利益２億８千８百万円(前年同期比18.6％減)となりました。また、親会社株

主に帰属する四半期純利益は、投資有価証券売却益38百万円を特別利益に計上したことにより２億３千４百万円

(前年同期比13.4％増)となりました。

当社グループは、電気計測器等の製造、販売を行っているものであり、セグメントは単一であります。したが

いまして、セグメントごとに経営成績の状況は開示しておりません。

　

　なお、当社グループにおける営業品目の製品群別売上の概況は、次のとおりであります。

《電子計測器群》

電子計測器群では、航空機用電子機器の測定器が堅調に推移いたしました。また、安全関連試験機器は、耐電

圧・絶縁抵抗試験用としてエネルギー市場や車載関連市場において好調に推移いたしました。

以上の結果、売上高は14億６百万円(前年同期比11.4％増)となりました。
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《電源機器群》

電源機器群では、直流電源は、次世代自動車関連市場への試験用供給電源として動きがありましたが、製造業

の設備投資抑制の動きが一段と増したことにより装置駆動用途等の需要が減少するなど、全般的に低調に推移い

たしました。交流電源は、小型多機能・大容量製品であるＰＣＲ－ＷＥ／ＷＥ２の販売効果もあり、車載関連市

場、情報通信関連市場や航空機産業市場への評価試験や製造設備用として好調に推移いたしました。電子負荷装

置は、車載関連市場及び情報通信関連市場への評価試験用として高電圧大容量のＰＬＺ－５ＷＨを中心に好調に

推移いたしました。

　 以上の結果、売上高は46億８千３百万円(前年同期比0.4％増)となりました。

《サービス・部品等》

サービス・部品等につきましては、特記すべき事項はありません。

　 当該サービス・部品等の売上高は、２億４千５百万円(前年同期比0.1％減)となりました。

上記に含まれる海外市場の事業概況は以下のとおりであります。

《海外市場》

米国では、航空宇宙産業市場やＩＣＴ(情報通信技術)関連市場への交流電源及び電子負荷装置が好調に推移い

たしました。欧州では、航空機器産業市場への交流電源や車載関連市場向けの電子負荷装置が好調に推移いたし

ました。

アジアにおいては、中国では米中貿易摩擦の影響があったものの、エネルギー市場への安全関連試験機器や電

子負荷装置に動きが見られました。韓国では次世代自動車関連市場への交流電源や電子負荷装置、また、東南ア

ジアではＩＣＴ関連市場への交流電源がそれぞれ好調に推移いたしました。

　 以上の結果、海外売上高は22億６千２百万円(前年同期比20.9％増)となりました。

b 財政状態

当第３四半期連結会計期間における総資産は、仕掛品の増加等によるたな卸資産の増加並びに期末時価の増加

により投資有価証券が増加したものの、剰余金の配当及び賞与の支給等による現金及び預金の減少並びに受取手

形及び売掛金の回収等により、前連結会計年度末に比べ３億６千４百万円減少し、113億９千４百万円となりまし

た。

負債は、支払手形及び買掛金の減少並びに賞与及び役員賞与の支給による賞与引当金及び役員賞与引当金の減

少等により、前連結会計年度末に比べ４億４千２百万円減少し、19億１千２百万円となりました。

純資産は、剰余金の配当により減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等より、前連結会

計年度末に比べ７千８百万円増加し、94億８千２百万円となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

① 基本方針の内容

当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大量買付提

案等であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、株

式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的に株主全体の意思に基づいて行われるべきも

のと考えます。

しかしながら、株式の大量買付の中には、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量買

付提案等を強行するといったものも少なくありません。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値、当社を支え

るステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、

向上させる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀

損するおそれのある不適切な大量買付提案等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし

て不適切であると考えます。
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② 不適切な支配の防止のための取り組み

当社は、大量買付提案の買付行為がなされた場合について、その大量買付者が中長期的な経営意図や計画も

なく一時的な収益の向上を狙ったもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、買収等の提案

理由、買付方法等が不当・不明確であるなどの事情があるときは、企業価値を毀損し、株主共同の利益に資す

るとはいえないと考えます。

また、大量買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様の判断に委ねるべきものでありますが、

株主の皆様が適切な判断を行うためには十分な情報が提供される必要があると考えます。

そこで、大量買付行為に対するルールとして、特定の株主グループの株式等保有割合を20％以上となるよう

な当社株式の買付を行う者に対して、(ａ)買付行為の前に、当社取締役会に対して十分な情報提供をすること、

(ｂ)その後、独立委員会がその買付行為を検討、評価・交渉・意見及び代替案立案のための期間を設けること

をルールとして策定いたしました。このルールが遵守されない場合やその買付行為が企業価値または株主共同

の利益に対する侵害・毀損をもたらすおそれのある買付と認められる場合に、当社はこれに対する買収防衛策

を導入すべきものと考えます。

このような観点から、当社は、2019年５月14日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益

を向上させるため、基本方針に照らし不適切な買付行為の防止の取り組みとして、当社株式の大量買付行為に

関する対応策(買収防衛策)の継続を決議し、2019年６月27日開催の当社第68回定時株主総会において承認を得

ております。

③ 上記②の取り組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記②の取り組みが当社の上記①の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値、株主共

同の利益を損なうものではないと考えます。

また、取締役の恣意的な判断を排するため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買収

防衛策が発動されることが定められており、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は９億５千３百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(4) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。

また、当第３四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年２月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,900,000 9,900,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株であ
ります。

計 9,900,000 9,900,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

　2019年12月31日 ― 9,900,000 ― 2,201,250 ― 1,936,250

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2019年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2019年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 1,625,100
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,273,000 82,730 ―

単元未満株式 普通株式 1,900 ― ―

発行済株式総数 9,900,000 ― ―

総株主の議決権 ― 82,730 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式53株が含まれております。

② 【自己株式等】

2019年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
菊水電子工業株式会社

神奈川県横浜市都筑区
東山田１―１―３

1,625,100 ― 1,625,100 16.42

計 ― 1,625,100 ― 1,625,100 16.42

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2019年10月１日から2019年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,281,879 2,226,582

受取手形及び売掛金 ※ 2,295,410 ※ 1,819,008

電子記録債権 ※ 375,673 ※ 339,019

商品及び製品 694,814 657,696

仕掛品 455,492 631,496

原材料及び貯蔵品 738,668 692,803

その他 86,852 83,481

貸倒引当金 △1,608 －

流動資産合計 6,927,182 6,450,087

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 628,978 664,291

土地 1,454,495 1,454,495

その他（純額） 468,807 415,816

有形固定資産合計 2,552,281 2,534,603

無形固定資産 109,650 126,779

投資その他の資産

投資有価証券 1,353,889 1,443,295

その他 818,303 842,137

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 2,170,177 2,283,418

固定資産合計 4,832,109 4,944,801

資産合計 11,759,291 11,394,889

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 790,608 630,418

未払法人税等 79,983 70,418

賞与引当金 217,181 159,294

役員賞与引当金 35,000 －

製品保証引当金 15,385 10,426

その他 567,036 386,379

流動負債合計 1,705,195 1,256,937

固定負債

役員退職慰労引当金 9,306 135

退職給付に係る負債 191,569 188,082

その他 448,499 466,915

固定負債合計 649,375 655,133

負債合計 2,354,570 1,912,071
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,201,250 2,201,250

資本剰余金 2,749,657 2,760,151

利益剰余金 4,768,759 4,814,072

自己株式 △820,906 △806,243

株主資本合計 8,898,760 8,969,231

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 483,832 510,592

為替換算調整勘定 28,119 11,748

退職給付に係る調整累計額 △5,991 △8,754

その他の包括利益累計額合計 505,960 513,586

純資産合計 9,404,720 9,482,817

負債純資産合計 11,759,291 11,394,889
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 6,175,913 6,335,685

売上原価 2,938,666 3,062,858

売上総利益 3,237,247 3,272,826

販売費及び一般管理費 2,894,439 3,013,603

営業利益 342,807 259,223

営業外収益

受取利息 2,157 2,291

受取配当金 44,330 44,446

その他 9,457 16,212

営業外収益合計 55,946 62,951

営業外費用

支払利息 1,983 1,999

売上割引 11,942 11,258

為替差損 23,403 17,250

その他 6,498 2,779

営業外費用合計 43,827 33,287

経常利益 354,926 288,886

特別利益

投資有価証券売却益 － 38,549

特別利益合計 － 38,549

特別損失

解体撤去費用 7,932 －

製品保証引当金繰入額 34,961 －

特別損失合計 42,893 －

税金等調整前四半期純利益 312,032 327,436

法人税等 101,640 92,482

四半期純利益 210,392 234,954

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,241 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 207,150 234,954
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 210,392 234,954

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △238,372 26,759

為替換算調整勘定 △15,266 △16,370

退職給付に係る調整額 △7,653 △2,762

その他の包括利益合計 △261,292 7,626

四半期包括利益 △50,900 242,580

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △54,142 242,580

非支配株主に係る四半期包括利益 3,241 －
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

　

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済

処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及

び電子記録債権が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

受取手形 22,647千円 10,235千円

電子記録債権 10,373千円 7,778千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

減価償却費 159,560千円 185,036千円

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月28日
定時株主総会

普通株式 183,155 22 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 189,640 23 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

（セグメント情報等）

当社グループは、電気計測器等の製造、販売を行っているものであり、セグメントは単一であるため、記載を省略

しております。
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（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

１株当たり四半期純利益 24円95銭 28円43銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 207,150 234,954

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

207,150 234,954

普通株式の期中平均株式数(株) 8,302,641 8,262,999

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年２月６日

菊水電子工業株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 博 貴 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 矢 定 俊 博 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている菊水電子工業株

式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2019年10月１日から2019年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、菊水電子工業株式会社及び連結子会社の2019年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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